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温泉津都市計画整備、開発及び保全の方針の決定 
                      （島根県決定） 
都市計画整備、開発及び保全の方針を次のように決定する。 
 
１．都市計画の目標 

 

温泉津都市計画区域は、島根県の東西の

ほぼ中央に位置し、面積約 900ha、人口約

13 百人を擁する都市計画区域である。 
島根県長期計画（1994－2010）では、保

健医療、福祉、防災、防犯など人々の日常

生活を支える基礎的機能が十分確保される

よう、その条件整備を促進していくことと

している。また、効率的なサービス提供が

なされるよう、市町村間の広域的な連携と

機能分担を行い、地域固有の資源や特性を

最大限に生かした個性的な地域づくりを行

うこととしている。 
本都市計画区域の範囲規模は右のとおり                       

である。 
 

１） 都市づくりの基本理念 

 

本区域は、名前が示すように温泉と港のまちであり、古くから石見銀山街道にある温泉街と

して、また、石見銀山を背後にひかえた経済流通の要地として栄えてきた。 
現在においては、世界遺産登録を目指す石見銀山遺跡に関する沖泊、矢滝城跡、銀山街道等

の史跡や港町の歴史を伝える建物やまちなみ等の生活文化財が保存されている。 
また、中国山地の大江高山の支脈が海岸線近くまでせまり、急峻な山地の間を縫うようにし

て諸河川が日本海に注ぎ、海岸線は天然の良港をつくるとともに、巨岩、岩礁が連なり美しい

景観をつくりだしている。 
よって今後は、これらの自然、歴史、文化等の豊富な地域資源を多面的に有効活用し、個性

豊かなまちづくりにつなげるとともに、住民自らが協働し、いきいきと活動できるまちづくり

を進めていくことが必要である。 
これらを踏まえて、本区域の都市づくりの基本理念を次のように定める。 

 
○住みよさ実感基盤整備のまちづくり 

    適正な土地利用の推進、道路、下水道等の都市基盤整備及び住環境の整備により、すべて

の人が住みよさを実感できるまちづくりを進める。 
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○地域資源を活かした交流あふれる産業のまちづくり 
    本区域の個性が光る農林水漁業、商工業、観光等の全産業の連携、豊富な地域資源を活か

した地場産業の育成により、産業活動が活発なまちづくりを進める。 
 

○歴史文化を活かした生涯学習・文化のまちづくり 
    未来を担う子供達の育成、生活の豊かさを実感する学習・文化・スポーツ活動の推進によ

り、歴史文化を活かした生涯学習のまちづくりの実現を目指す。 
 
○安心・やすらぎを実感するまちづくり 

    少子・高齢化などに対応した保健、医療、福祉の充実により、すべての人が安心して暮ら

せるふれあい、やすらぎを実感するまちづくりを進める。 
 

○豊かな自然と暮らしが共生するまちづくり 
   豊かな自然の保全・活用により住民の生活にうるおいをもたせるとともに、循環型社会の形

成をめざし、豊かな自然と暮らしが共生するまちづくりを進める。 
 

２） 地域毎の市街地像 

 

地 域 将 来 の 市 街 地 像 

温泉津地区 

本地区においては、石見銀山遺跡に関する文化財や温泉街、港町の歴

史を伝える建築物が点在しており、周囲の環境と一体をなして歴史的な

まちなみを形成している。よって、本区域の観光拠点として位置付け、

歴史的なまちなみの保存、修復及び整備による観光産業の振興を図る。 

小浜地区 

本地区においては、官公庁、教育文化施設及び商業施設等が集積して

いることから、本区域の中核として位置付け、中心性と市街地機能を高

め、歴史的まちなみや景観に配慮した都市空間の形成を図る。 
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２．区域区分の決定の有無 

 

１） 区域区分の決定の有無 

 

本都市計画に区域区分を定めない。 
なお、区域区分を定めないとした根拠は以下のとおりである。 

 
   本区域において、「市街化圧力」「不良街区の形成防止」「良好な市街地形成」「産業基盤の確

保」「都市基盤施設整備」「区域区分に関連した要望と地域が望むまち」「用途地域が定まって

いない区域の土地利用」「営農条件の確保」「緑地の確保」の観点から、区域区分の必要性につ

いて検証・評価を行った。その結果、 
 

・市街化圧力が低いことからも、無秩序な市街地の拡大・拡散していく可能性は低いと判断す

ることができる。 
・市街地内においては、現行の土地利用規制の中で、計画的、効率的な都市基盤整備が行われ、

今後も、引続き計画的に整備を図っていくものである。また、市街地周辺部においても、現

行の土地利用規制の中で、良好な営農・自然環境の保全が十分に図られており、今後も引続

き計画的な土地利用を図るものとする。 
・住民、各種団体の要望やアンケート結果等から、現行の土地利用規制の中で、本区域に存在

する海や山に囲まれた美しい自然環境を守りつつ、道路や下水道の整備、若者住宅の建設や

宅地造成等による定住の促進が望まれている。また、歴史のある温泉街を活かした観光の振

興を図ることが望まれており、人口や産業の適正な誘導、乱開発の防止は不可欠である。し

かし、市街地の拡大・拡散の可能性は低く、今後も同様の状況が続くと予想される。また、

現行の土地利用規制の中で地域が望むまちづくりを推進していくことは可能である。 
 

従って、本都市計画に区域区分を定めないとした。 
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３．主要な都市計画の決定の方針 

 

１） 土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

 

現在、本区域は都市計画用途地域を指定していないため、現状の土地利用状況を踏まえ、都

市及び自然環境に配慮しながら、将来における土地利用の方針について以下のとおり定める。 

地 区 名 等 土 地 利 用 の 方 針 

既成市街地部 

住宅、商業の各施設が混在して立地しているため、土地利用の純化

を図り、環境の維持・改善及び都市基盤の整備を促進し、住宅地とし

て配置する。また、歴史的なまちなみが形成されている地区について

は、その環境の維持・保全を図る。 

市街地周辺部 
日本海沿岸、山林によって形成される優れた自然景観の維持、保全

に努める。 

松山地区 

比較的良好な低層の住宅地が形成されていることから、今後も良好

な居住環境を保持し、自然環境と共生した住宅地として配置する。ま

た、やきものの里を中心に伝統的な温泉津焼が製作されており、魅力

ある観光地として、周辺観光施設との連携を深め、観光振興の推進を

図る。 

幹線道路沿線 

本区域の中核として、既に商業、観光施設等が立地していることか

ら、本区域の中心的な商業業務地を配置し、歴史的まちなみや景観に

配慮した商業地の計画的な誘導・育成等を推進し、中心市街地の活性

化を図る。 

災害防止の観点から

必要な市街化の抑制

を図る地区 

建築基準法第 39 条（災害防止区域）、地すべり等防止法第 3 条（地

すべり防止区域）、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第 3

条（急傾斜地崩壊危険区域）、土砂災害警戒区域等における土砂災害

防止対策の推進に関する法律第 6 条（土砂災害警戒区域）、第 8 条（土

砂災害特別警戒区域）に指定される地区については、原則的に市街化

の抑制を図る。 
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２） 都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

 

① 交通施設 

 

ａ 基本方針 

 

ア 交通体系の整備の方針 

本区域における幹線道路としては、国道 9 号が大田市、江津市を東西に結び、また、広域

的な交流を図るため、「仁摩温泉津道路(仮称)」に加え、温泉津江津間の整備が計画されてい

る。その他の幹線道路としては、国道 9 号を軸に、周辺市町及び区域内の各地域を結ぶ道路

が伸びている。また、JR 山陰本線及び路線バスが住民の重要な公共交通機関として運行さ

れている。 
このような状況を踏まえ、効率的な交通網を確立するため各種交通手段の機能分担に配慮

しながら、円滑で利便性の高い都市交通が確保されるよう総合的に交通体系の整備を図る。 

本区域の交通体系は、次のような基本方針のもとに整備を進める。 
 

○広域道路ネットワークの確立 
広域道路ネットワークを確立するため、「仁摩温泉津道路(仮称)」等の高速交通体系との連

携を図りながら、地域間を有機的に結ぶ道路網の体系的な整備を進める。また、これに合

わせ、本区域を東西に通過する国道 9 号とこれに接続する道路により、本区域の骨格とな

る幹線道路網を形成する。 
○区域内道路ネットワークの確立 

本区域における都市活動をより効率的なものとすることを目指した、区域内道路ネットワ

ークを確立するため、本区域内の各地域相互を結ぶ道路の整備を推進し、一体の都市とし

ての連携を強化するとともに、生活の基盤となる道路網を形成する。 
○歩行者用ネットワークの確立 

本区域に点在する貴重な観光資源を結ぶネットワークを確立するため、それぞれの地域特

性と道路の性格にあわせた道路網の整備を図る。また、安全・快適な歩行者・自転車ルー

トのネットワーク化を進め、バリアフリーに配慮した観光・レクリエーションルート、散

策ルートの形成を図る。 
   ○公共交通機関の充実 

本区域の公共交通機関である JR 山陰本線については、輸送力の増強や公共交通機関の円

滑な乗り継ぎ強化等、利便性の向上に努める。また、路線バスについては、定時制の確保

や乗り継ぎ等の連携強化、バリアフリー、景観及び環境に配慮した車両、待合所などの整

備を図る。 
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ｂ 主要な施設の配置の方針 
 

ア 道路 

種  別 配 置 の 方 針 

自動車専用道路 
・本区域と周辺都市を広域的に結ぶ「仁摩温泉津道路(仮称)」を配

置する。 

幹線道路 

・大田市から江津市間の連携強化を図るため、国道 9 号を配置し東

西の骨格軸を形成する。 
・国道 9 号に接続し、区域内の各地域を結ぶ道路を配置し、本区域

の骨格となる幹線道路網を形成する。 
・骨格となる幹線道路網を補完し、日常生活の基盤となる道路を配

置する。 
 

イ 鉄道 

種  別 配 置 の 方 針 

JR 山陰本線 
現在、運行されている JR 山陰本線を主要な公共交通機関と位置

づけ、区域内及び広域的な地域連携を促進するために配置する。 

 

ｃ 主要な施設の整備目標 
 

概ね 10 年以内に整備または着手することを予定している主要な施設は次のとおり。 

路 線 名 等 
主要な施設 

自動車専用道路 幹線道路 

道 路 仁摩温泉津道路(仮称) － 

              ※仁摩温泉津道路(仮称)については、都市計画決定に向け手続き中。 
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② 下水道及び河川 
 

ａ 基本方針 
 

ア 下水道及び河川の整備の方針 
ⅰ 下水道 

下水道は、公衆衛生の保持、生活様式の改善等の生活環境の向上や公共用水域の水質保全

を図る上で重要な役割を担っている。 
下水道の整備手法については、地域の特性に応じた効率的かつ適正な整備手法を選択して

いくものとし、基本的に市街地内では、公共下水道により整備し、郊外部の既存集落では、

農業集落排水等の集合処理や合併処理浄化槽による個別処理により、全域の下水道整備を早

期に図るものとする。また、近年の都市化により、浸水被害の恐れがある市街地においては、

下水道による雨水対策も併せて行うものとする。 
ⅱ 河川 

本区域には、多くの中小河川が流下し、順次その整備が進められ治水上重要な役割を果た

している。近年都市化の進展とともに治水安全度が低下しつつあることから、河川改修を積

極的に推進すると同時に、山林、農地等を保全することにより、流域が本来有している保水、

遊水機能を確保するなど総合的な治水対策を講ずるものとする。また、集中豪雨等により浸

水する箇所があることから、市街地保護の観点からその実態に応じて積極的に整備していく。

河川整備を行う際には、動植物の生息・生育環境に配慮した川づくりを行うとともに、川や

地域の個性を生かした親水護岸の整備を図り、人々が親しめる河川空間の整備に努めていく。 
また、利水については水利使用者との調整を図りながら水資源の有効かつ適正な利用に努

めるものとする。 
 

イ 整備水準の目標 

都市施設 整 備 水 準 の 目 標 

下水道 

行政区域における、平成 12 年度末現在の下水道の普及率（処理

人口／行政人口）は 14.5％である。今後基本方針に基づき整備の

促進を図るものとし、平成 22 年度末には、約 55％程度になること

を目標として整備を進める。 

河 川 
地域の実情に応じた治水安全度を確保することを目標に整備す

る。 
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ｂ 主要な施設の整備目標 
 

概ね 10 年以内に整備または着手することを予定している主要な施設は次のとおり。 

主要な施設 整 備 概 要 等 

下水道 
整備水準の目標に掲げた下水道普及率を達成するため公共下水道や

農業集落排水等の整備を促進する。 

 
③ その他の都市施設 

 
a 基本方針 

 
本都市計画区域においては、地域住民が健康で文化的な市民生活を営むうえで欠くことの

できない供給処理施設、教育文化施設、医療施設、社会福祉施設、その他都市施設について

は、既存施設の有効利用に努めるほか、設備の近代化を進め、必要に応じた施設の整備を図

る。特に住民が衛生的な居住環境の下で日常生活が送れるよう、ごみ・汚物処理施設の機能

強化を図る。 
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３） 自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針 
 

ａ 基本方針 
 

ア 自然的環境の特徴と現状、整備又は保全の必要性 
本区域の大部分が山地に囲まれ、500～600ｍ級の大江高山火山群が日本海に迫り、河口

付近にわずかの低地を形成している。また、日本海の海岸線は、沈降海岸地形が複雑に出入

りして、天然の良港をつくるとともに、巨岩、岩礁が連なり、荒波を砕いて豪快な景観を作

り出している。 
近年、少子・高齢化、高度情報化、国際化等の急速な進展や生活スタイルの個性化・多様

化に伴い、都市内の緑や自然環境に対する住民意識は急速に高まりつつある。特に、海岸、

山林、河川、歴史、文化的資源などを活用した、自然とふれあえる空間、歴史、文化とふれ

あえる空間、人と人が交流できる空間の創出が求められている。 
そのため、今後は、適切な配置計画をたて、総合的な緑の保全と創出を図っていかなけれ

ばならない。本区域の自然、文化、伝統を後世に伝えつつ明るい都市生活を営むために、生

活環境の保全、レクリエーションの場の確保、安全性の向上、美しいまちなみの保全という

４つの観点から公園緑地等の系統的配置を定めるものである。 
 

イ 緑地の確保水準 
ⅰ 都市公園等の施設として整備すべき目標水準 

年 次 
現 況 

（平成 12 年） 
目標年次 

（平成 32 年） 

目標水準 約 42 ㎡/人 約 53 ㎡/人 
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ｂ 主要な緑地の配置の方針 
本区域においては、現況の豊かな緑と水の保全を図り、防災に配慮し、併せて文化性、歴史

性を織り込んだ落ち着いたまちづくりを進めるため、以下の方針により、緑とオープンスペー

スの整備、保全を行うものとする。 

緑地系統 配 置 の 方 針 

都市生活に密着した河川緑地や自然緑地、都市公園を整備し、ネ

ットワーク化を図る。 

神社・仏閣や文化財等と一体となって歴史的風土を保っている樹

林地は緑地として保全を図る。 

緑の少ない中心市街地内で街区公園、近隣公園、地区公園等の住

区基幹公園を整備し、都市環境の改善を図る。 

幹線道路沿いや工業地周辺の必要箇所については、環境保全等を

考慮し、緩衝緑地となるような緑地の整備を図る。 

環境保全系統 

植物、昆虫、小動物等の生態系の維持されている樹林地の保全・

整備を図る。 

小学校区、幹線道路、河川等により設定された近隣住区ごとに、

地域特性を考慮し、住区基幹公園等を適切に配置するとともに、子

供から高齢者まで身近に利用できる遊戯、運動、休養等の場の整備

を図る。 

住民の休養、休息、運動、自然や文化とのふれあい等を通じて、

住民の健康の維持、増進、文化活動等に資する場として櫛島総合公

園を配置する。 

レクリエーション系統 

レクリエーションの利用効果を高めるため、公園や公共施設を結

ぶ緑道の整備を図る。 

土砂流出やがけくずれ、地すべりの恐れがある市街地周辺部の緑

地の保全を図る。 

防災系統 
地震時、火災時の避難地及び防災活動の拠点となる総合公園、運

動公園など大規模な公園の整備を図るとともに、一次避難地となる

住区基幹公園等の整備を図る。また、避難路として河川等を利用し

た緑道の整備を図り、また河川等を利用した防災上の遮断帯を確保

する。 

都市の背景となる良好な自然景観を有する周辺山地の保全を図

る。 
日本海沿岸や河川においては、親水性のある水辺環境の整備・保

全を図る。 
景観構成系統 

中心市街地において、うるおいとゆとりを感じさせる住区基幹公

園を配置する。 
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総合的な緑地 

本区域は、山地、日本海、河川等の多くの自然緑地に囲まれてい

る。これらの緑地に連続的に連なる緑地を骨格として配置するとと

もに市街地内の良好な緑地を体系的に結びつけるよう配置するこ

とを基本としている。この骨格部に相当する緑地の他、市街地の背

景となる樹林地や水辺、また日常生活に密接な関わり合いのある緑

地の保全を図る。 
 

ｃ 実現のための具体の都市計画制度の方針 
 

市街地開発事業の施行にあたっては、公園、緑地、広場、歩行者専用道路、自転車道等を都

市施設として一体的に整備する。 
住区基幹公園、都市基幹公園、特殊公園、大規模公園、緩衝緑地等は都市計画公園として積

極的に整備に努める。 
良好な樹林地や水辺地と一体となって特に良好な住環境を形成している区域については、風

致地区や緑地保全地区の指定を図るなど保全、整備に努める。 
良好な住環境を整備誘導するため、地区計画制度や緑化協定等により緑化を推進する。 
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都市計画区域 

商業業務地 

住 宅 地 

公 園 

緑 地 

幹線道路 

高規格幹線道路 

JR 山陰本線 

凡   例 

９

９

松山地区 

 温泉津 IC (仮称) 

櫛島公園 

温泉津公園 

温泉津地区 

小浜地区 

日 

海 

本 
 

 

温泉津都市計画整備、開発及び保全の方針 付図 

 ○一 温泉津港線 


